
No 施策名

事務事業コード 　内 直接事業費 1 　担当部課名

　内 人件費 2 　評価責任者氏名

3 　妥当性評価

　内 直接事業費 4 　有効性評価

　内 人件費 5 　効率性評価

参加と協働の推進

10101010 894,674 1 政策推進部　市民協働課

4,144,488 2 鈴木　通之

3 極めて高い

857,578 4 極めて高い

5,873,904 5 高い 改善の効果 高い

参加と協働の推進

10103010 106,864,000 1 政策推進部　市民協働課

5,949,855 2 鈴木　通之

3 極めて高い

107,037,000 4 高い

8,523,504 5 高い 改善の効果 高い

参加と協働の推進

10104010 39,298,000 1 政策推進部　市民協働課

3,751,095 2 鈴木　通之

3 極めて高い

21,468,000 4 高い

4,908,697 5 高い 改善の効果 高い

参加と協働の推進

10105010 1,773,463 1 政策推進部　市民協働課

5,724,480 2 鈴木　通之

3 高い

892,942 4 高い

7,155,866 5 普通 改善の効果 高い

参加と協働の推進

10106010 1,188,211 1 政策推進部　市民協働課

4,230,718 2 鈴木　通之

3 高い

702,596 4 高い

5,372,841 5 普通 改善の効果 普通

地域防犯・交通安全の推進

10201010 18,245,365 1 政策推進部　市民協働課

11,760,895 2 鈴木　通之

3 高い

29,071,150 4 高い

11,350,654 5 普通 改善の効果 普通

地域防犯・交通安全の推進

10202010 1,792,000 1 政策推進部　市民協働課

986,425 2 鈴木　通之

3 高い

2,433,000 4 高い

1,403,146 5 普通 改善の効果 普通

事務事業名
H26決算額（円）

1
田原市市民協働まちづくり条例に基づき、「市
民協働によるまちづくり」を推進するための体
制の整備として、必要な業務を行う。

5,039,162 事 務 事 業 評 価
・市民活動団体を支援する補助金への申請団
体は少ない状況である。制度のＰＲを積極的に
行い、行政から団体への働きかけが必要であ
る。
・市民協働まちづくり方針改訂版に基づき、あ
らゆる主体へ市民協働の理解促進を図る必要
がある。

･市民協働まちづくり会議、庁内ワーキング会議
にて意見交換をし、現在の社会情勢・田原市の
現状に合った内容となるよう検討した。
･補助金は、市民活動チャレンジ支援補助金に2
団体、市民協働まちづくり事業補助金に5団体、
人材養成活動補助金に2件の申請があった。

各補助金の申請方法の多様化、また利用枠を拡大す
ることで、団体にとってより利用しやすい制度を目指
す。また、市民協働についての啓発を行い、市民の理
解をより一層深める。

事務事業の目的

H25決算額（円） 事 務 事 業 評 価

事務事業の現状・課題
平成26年度中に実施した課題解決や

事務改善に向けた取組の成果

平成27年度以降の
課題解決に向けた取組方針
（今後3～5年程度をイメージ）

協働のまちづくり体制
確立事業

6,731,482

引き続き地域活動運営費の支援を行うことで地域活
動の活性化を図る。また併せて活動に対する助言等
を行う。コミュニティ活動支援

事業

115,560,504

3

地域住民自らの創意工夫と共助による「みん
なで支えあう暮らしやすいまち」の実現のた
め、市民協働まちづくり条例において、市民協
働の基礎的団体として位置付ける地域コミュ
ニティ団体の施設整備を支援する。

43,049,095 事 務 事 業 評 価

地区集会所等地域の活動拠点となる施設の
整備費に対する財政支援が必要である。

地域から申請される集会所修繕工事等の補助
の内容を確認し、要綱に沿って地域に必要な拠
点施設等の整備に対する支援が図られた。

支援制度の維持により、地域活動の拠点整備、充実
を図る。

2

地域住民自らの創意工夫と共助による「みん
なで支えあう暮らしやすいまち」の実現のた
め、市民協働まちづくり条例において、市民協
働の基礎的団体として位置付ける地域コミュ
ニティ団体の活動を支援する。

112,813,855 事 務 事 業 評 価

まちづくりには、地域ｺﾐｭﾆﾃｨ活動の活性化は
必要不可欠であり、自主的な地域づくりの支援
策の推進を継続することは必要である。

市事業の推進のための協力費とともに、地域活
動に必要な運営費を協力金、交付金として支援
することで、地域活動の維持及び促進が図られ
た。

コミュニティ施設等整
備支援事業

26,376,697

ＮＰＯ団体同士の連携、協力体制は進んでい
るとは言い難い。行政は団体間の協働を促す
コーディネート役となることが求められる。また、
市民活動支援センターからの情報発信、セン
ターを介しての団体交流を深めるため、セン
ターのあり方を検討する必要がある。

市民提案型委託事業を2パターン展開した結
果、テーマ提示型で1件の応募、自由テーマ型
で３件の応募、うち２件が事業実施に至った。市
民活動団体の交流の場として「しみんのひろば」
を開催し、市民活動のＰＲができた。市民活動支
援センターホームページにより、情報発信の充実
が図られた。

市民活動支援センターでの情報発信の充実を含め、
センター運営を検討する。市民活動団体の把握及び
人材育成を図る。ＮＰＯ活動振興事業

8,048,808

5
「田原市男女共同参画推進プラン」に基づ
き、市内の各種団体等の連携により男女共
同参画社会の実現を図る。

5,418,929 事 務 事 業 評 価
平成23年度実施の市民アンケート調査から、
若者の意識啓発が特に必要だということがわ
かった。また、啓発イベントへの若者、男性の
参加が少ないため、ＰＲ方法等を見直すことも
必要である。少しづつでも意識を変えていくこと
が必要であるため、継続的な事業取り組みが
必要である。

4

市民協働によるまちづくりを推進するため、Ｎ
ＰＯ等の市民活動団体に対する情報提供・情
報発信及び連携の場の提供により、市民活
動の促進を図る。

7,497,943 事 務 事 業 評 価

プランの推進のために、懇話会と庁内ワーキング
での意見交換を実施した。啓発イベントとして「第
7回男女共同参画フェスティバル」を開催し、ま
た、提案型委託事業により「共に支え、助け合う
避難所づくり」を団体委託により実施し、防災分
野への男女共同参画の必要性も啓発できた。

改訂版のプランに基づき、若者への意識啓発や地域・
防災分野の男女共同参画促進に重点を置いた推進
事業を展開する必要がある。男女共同参画推進事

業

6,075,437

・防犯活動を継続して実施し、市民の防犯意識の向上
に努めるとともに、地域の見守り活動を推進し、犯罪被
害の防止を図る。
・増加する防犯カメラが適切に運用されるよう、「田原
市防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン」等
により適正な管理を推進する。

防犯啓発・地域巡回
事業

40,421,804

7

地域住民自らの創意工夫と共助による「みん
なで支えあう暮らしやすいまち」の実現のた
め、市民協働まちづくり条例において、市民協
働の基礎的団体として位置付ける地域コミュ
ニティ団体の地域防犯施設の整備を支援す
る。

2,778,425 事 務 事 業 評 価

・犯罪抑止のため、地域が整備する防犯灯整
備の支援が必要である。
・防犯灯設置数に比例し、光熱費が増加して
いる。

・地域要望に基づき、防犯灯の新設、維持管理
に必要な経費の補助を行い地域防犯力向上が
図られた。
・設置する照明器具についてＬＥＤ化を促進し、
光熱費の削減が図られた。

・設置場所や設置費用について、地域や現地の状況
にあった補助を行い、継続して防犯力向上を図る。
・設置器具のＬＥＤ灯化をさらに進め、光熱費の削減を
促進する。

6

市民が安心して暮らすことのできるまちづくり
を推進するため、防犯嘱託員4人、青色回転
灯設置車両2台による地域巡回や、各地区、
各種団体への防犯講習等を実施する。警
察、防犯協会連合会との連携による防犯啓
発活動を行い、また、犯罪に関する情報発信
等を実施し、犯罪抑止に努める。

30,006,260 事 務 事 業 評 価

発生する犯罪の実情に合わせ、校区、地域、
家庭へと浸透するよう、啓発活動を継続的に
実施することが必要である。

・安心安全なまちづくり推進協議会を開催し、各
委員の取組や情報交換を行うとともに、防犯嘱
託員4人による地域巡回、夜間の防犯パトロール
（委託事業）を行った。
・警察・防犯協会と連携した防犯キャンペーンの
実施などにより、犯罪抑止が図られた。

地域防犯施設整備支
援事業

3,836,146
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地域防犯・交通安全の推進

10203010 3,139,163 1 政策推進部　市民協働課

3,586,769 2 鈴木　通之

3 高い

3,617,808 4 高い

2,272,807 5 普通 改善の効果 普通

地域防犯・交通安全の推進

10203020 593,853 1 政策推進部　市民協働課

31,904,724 2 鈴木　通之

3 高い

498,856 4 高い

32,045,548 5 普通 改善の効果 普通

地域防犯・交通安全の推進

10203030 1,270,302 1 政策推進部　市民協働課

1,023,909 2 鈴木　通之

3 普通

5,247,843 4 普通

1,113,017 5 普通 改善の効果 普通

地域防犯・交通安全の推進

10204010 2,142,000 1 政策推進部　市民協働課

1,663,918 2 鈴木　通之

3 高い

2,161,620 4 高い

2,009,389 5 普通 改善の効果 普通

地域防犯・交通安全の推進

10204020 3,578,772 1 政策推進部　市民協働課

2,165,771 2 鈴木　通之

3 高い

6,773,841 4 高い

1,777,605 5 普通 改善の効果 普通

地域防犯・交通安全の推進

10204030 1,910,212 1 渥美支所　地域課

3,349,173 2 鈴木　淳一

3 高い

2,144,415 4 高い

2,822,638 5 普通 改善の効果 普通

環境共生まちづくり

10301010 3,211,563 1 市民環境部　環境政策課

21,850,862 2 杉浦　清明

3 高い

3,175,695 4 高い

15,147,484 5 高い 改善の効果 高い

市民、関係団体、行政が一体となった交通安全意識
の高揚が必要であるため、継続的に交通ルール遵守
の普及を行い交通事故の減少を図る。交通安全啓発事業

5,890,615

9

市内全小学校に交通指導員を配置し、児童
の登下校時の事故防止を図るとともに、園児
を対象とした交通安全教室の実施や各種交
通安全イベントへ参加し、交通安全啓発活動
を行う。

32,498,577 事 務 事 業 評 価

各小学校へ交通指導員を配置し、児童及び
家族ぐるみの事故防止、交通安全意識の定着
を図る必要がある。

・児童の登下校時における交通安全指導を実施
した。
・園児を対象とした交通安全教室を開催し、現実
の交通事情に合わせた交通安全教育の実施が
図られた。

園児への交通安全教室、児童の登下校時の交通安
全指導や見守りを継続実施し、交通安全意識の定着
を促進する。交通指導事業

32,544,404

8

自治会や警察等と協力し交通安全街頭指導
活動や街頭キャンペーン等の啓発行い、市
民の交通安全に対する意識高揚を図り、交
通事故防止に努める。

6,725,932 事 務 事 業 評 価

市民、関係団体、行政が一体となった、交通
安全意識の高揚と交通ルール遵守の普及を
行い交通事故の減少を図る必要がある。

地域・警察・交通安全推進協議会等と連携し
た、街頭指導、街頭キャンペーン、事故情報の
配信等により事故抑止が図られた。

・公園施設の適切な維持管理を行う。
・定期的な公園のＰＲを行い利用促進を図る。

交通公園運営事業
6,360,860

11
市民の安全な道路交通を確保するため、市
内の交通危険箇所に道路反射鏡等交通安
全施設を整備し、交通事故を防止する。

3,805,918 事 務 事 業 評 価

公衆用道路における危険箇所の改善を図り、
交通事故の防止を図る必要がある。

地域からあげられる道路反射鏡等設置要望の
現地確認を実施し、危険箇所の改善が図られ
た。

・道路反射鏡等の設置要望箇所について地域と協議
を行い、真に必要な場所を選定し、危険箇所の改善を
図る。
・道路整備とあわせるため土木課への移管を検討。

10

市民が交通公園施設の利用を通じて、交通
安全に関する知識及びルールを身に付けら
れるよう、交通公園の適切な管理運営を行
う。

2,294,211 事 務 事 業 評 価

適切な施設管理を行うとともに、公園内の交
通安全模擬施設による交通体験を通じた、安
全意識の高揚を図る必要がある。

・シルバー人材センターへ委託（土曜日、日曜
日、祝日開園）し、一般の方へ交通公園の開放
を実施した。
・公園利用を通じ、子どもたちへ道路における危
険や、交通ルールの大切さを学ぶ機会を提供し
交通意識の高揚が図られた。
・ゴーカート、足こぎカートの更新を実施。

交通安全施設整備事
業

4,171,009

・校区、自治会との交通安全設備等破損の情報連絡
を密にし、迅速かつ適切な対応を行う。
・道路環境の変化により、不要となった交通安全設備
の撤去を進める。
・道路整備とあわせるため土木課への移管を検討。

交通安全施設維持管
理事業

8,551,446

13

市民の安全な道路交通を確保するため、市
内の交通危険箇所に設置されている交通安
全施設を適切に維持管理し、交通事故を防
止する。

5,259,385 事 務 事 業 評 価

公衆用道路に設置した道路反射鏡等の適切
な維持管理を実施する必要がある。

交通危険箇所に設置された道路反射鏡や通学
路等の標識のうち、破損箇所の補修を行い、市
民の安全な道路交通を確保した。

校区、自治会との交通安全施設の破損状況等の情報
連絡を密にし、迅速かつ適切な対応を行う。交通安全施設維持管

理事業（渥美支所）

4,967,053

12

市民の安全な道路交通を確保するため、市
内の交通危険箇所に設置されている交通安
全施設を適切に維持管理し、交通事故を防
止する。

5,744,543 事 務 事 業 評 価

公衆用道路に設置した道路反射鏡等の適切
な維持管理を実施する必要がある。

道路反射鏡等の破損情報について迅速に補修
を行い、市民の安全な道路交通を確保した。

平成26年度に地域協議会規約を改正し、地域協議
会内に３つの活動部会を設けるなど事業活動の促進
を図り、たはらエコ・ガーデンシティ構想の取組を推進
する。

エコ・ガーデンシティ構
想推進事業

18,323,179
14

地域資源を活用し、環境と共生する豊かで持
続する地域を目指した「たはらエコ・ガーデン
シティ構想」を実現する。たはらエコ・ガーデン
シティ推進計画の一層の推進を図るための
調査、総合調整、進行管理を実施する。

25,062,425 事 務 事 業 評 価
・たはらエコ・ガーデンシティ構想推進のため、
実施調整を行う、たはらエコ・ガーデンシティ地
域協議会を開催した。
・たはらエコ・ガーデンシティ地域協議会組織
が活性化し、各構成団体が主体となって更に
事業展開することが必要である。

たはらエコ・ガーデンシティ地域協議会の専門部
会によって地域協議会構成団体が主体となり各
種事業等を検討し、エコフェスタの開催、さらにエ
コフェスタin渥美などの事業を実施した。
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事務事業名
H26決算額（円）

事務事業の目的

H25決算額（円） 事 務 事 業 評 価

事務事業の現状・課題
平成26年度中に実施した課題解決や

事務改善に向けた取組の成果

平成27年度以降の
課題解決に向けた取組方針
（今後3～5年程度をイメージ）

環境共生まちづくり

10302010 1,768,197 1 市民環境部　環境政策課

6,714,539 2 杉浦　清明

3 高い

988,023 4 高い

6,025,332 5 普通 改善の効果 高い

環境共生まちづくり

10303010 31,897,660 1 市民環境部　環境政策課

7,649,453 2 杉浦　清明

3 高い

29,875,440 4 高い

8,192,129 5 高い 改善の効果 高い

環境共生まちづくり

10304010 8,088,402 1 市民環境部　環境政策課

10,530,537 2 杉浦　清明

3 高い

4,677,196 4 高い

5,507,067 5 普通 改善の効果 高い

環境保全の推進

10402010 1,113,626 1 市民環境部　環境政策課

11,950,361 2 杉浦　清明

3 高い

2,164,355 4 高い

8,184,903 5 普通 改善の効果 高い

環境保全の推進

10402020 5,868,722 1 水道部　下水道課

1,319,745 2 小久保　順一

3 高い

2,822,988 4 高い

1,461,471 5 普通 改善の効果 低い

環境保全の推進

10402030 4,252,500 1 市民環境部　環境政策課

1,746,340 2 杉浦　清明

3 高い

4,361,040 4 高い

2,143,128 5 普通 改善の効果 普通

環境保全の推進

10402040 3,039,350 1 市民環境部　環境政策課

1,248,646 2 杉浦　清明

3 高い

3,170,000 4 高い

1,428,752 5 普通 改善の効果 普通

15

地球温暖化対策の促進を図るため、たはらエ
コチャレンジ宣言の推進、夏季冬季ライトダウ
ンキャンペーンの実施などエコ活動の普及促
進を目的とした事業を実施する。また、省エ
ネルギー推進プロジェクトの普及促進を図る
ため、エコアクション２１など環境マネジメントシ
ステムを推進するとともに、省エネ、節電に関
する啓発活動を行う。

8,482,736 事 務 事 業 評 価

・たはらエコチャレンジ宣言の登録拡大やライト
ダウンキャンペーン実施など省エネ推進事業
を行った。
・省エネ推進事業の推進のため、市民、事業
者への普及啓発が必要である。

・たはらエコチャレンジ宣言の見直しを行い、省エ
ネ情報を登録者に提供する等の改善を行った。
・エコ・クッキング講座やエコ・キッズ学習会を開
催し、省エネ活動への理解を深めることができ
た。

たはらエコチャレンジ宣言登録者の拡大、緑のカーテ
ン事業の実施、ライトダウンキャンペーンの実施等、さ
らなる普及啓発を図る。省エネルギー普及促

進事業

7,013,355

・臨海エリアには多くの新エネルギー施設が建設され、
また、蔵王山展望台もリニューアルされるため、新エネ
ルギーの更なる普及啓発に努める。
・電気自動車やプラグインハイブリッド車の普及啓発の
ため、引き続き普通充電器設備設置補助を行う。

新エネルギー普及促
進事業

38,067,569

17
遊休農地に菜の花を栽培し、農村景観の保
全・美化を図ると共に、復元した農地を担い
手に提供する。

18,618,939 事 務 事 業 評 価

菜の花をキーワードに各団体が主体となり事業
実施し、更なる菜の花の普及啓発が必要であ
る。

田原菜の花エコ推進協議会を中心に菜の花エコ
プロジェクトの推進を図ると共に、環境学習につい
ても積極的に実施した。

田原菜の花エコ推進協議会を中心に菜の花エコプロ
ジェクトの推進を図る。菜の花エコプロジェクト

推進事業

10,184,263

16

エコ・エネルギー導入プロジェクトを推進する
ため、新エネルギー等を活用する設備（太陽
光発電、電気自動車等の低公害車、電気自
動車等用普通充電設備）を導入しようとする
市民・事業者に対して補助を行う。また、新エ
ネルギーの普及促進を図るため、風力や太
陽光等の地域資源を活用する。

39,547,113 事 務 事 業 評 価

・太陽光発電システム及び電気自動車等の補
助を実施した。
・今後更なる電気自動車等の普及促進が必
要である。

電気自動車やプラグインハイブリッド車の普及促
進策として各車導入補助に併せ、普通充電設備
設置補助を新設し、普及啓発に努めた。

田原市には豊富な自然環境が残されている。しかし、
市民の環境に対する意識が高くないため、市民に環境
保全の必要性を更に啓発していく。環境保全対策事業

10,349,258

19
生活排水による公共用水域の水質汚濁を防
止するため、合併処理浄化槽の普及推進を
図る。

7,188,467 事 務 事 業 評 価

下水道等の整備対象区域外の地域に居住す
る市民の生活環境整備対策として実施してい
く必要があるが、下水道等の普及率が９０％以
上となってきたため、申請件数が少なくなって
いる。

ホームページや広報誌で補助制度の周知を
図った。

現状は、新築や建替えに伴って合併浄化槽を設置す
る場合がほとんどで、汲取り便所や単独浄化槽からの
転換がほとんど無いため、補助制度の周知を図るととも
に、転換者への補助金額の見直しを含めて検討する
必要がある。

18

田原市環境保全計画の推進と進行管理及
び各種関連計画の総合的な推進を図る。公
害防止協定の締結や、公害防止協定に基づ
く各種届出・測定結果報告等を受付・審査す
る。三河湾国定公園及び渥美半島県立自然
公園の適正な管理により、良好な自然環境
の保全と利用の促進を図る。

13,063,987 事 務 事 業 評 価
・畜産事業所の巡回指導、環境保全計画の
改訂等を実施した。
・三河湾国定公園内行為許可申請等の愛知
県への副申事務を実施。近年はソーラーパネ
ル設置のための土地開発等で問題となるケー
スが増加しており、関係機関との連携が必要で
ある。

・畜産事業所の巡回指導において、公害に対す
る畜産農家の意識改革を徹底した。
・自然公園内での行為実施者に対し、自然公園
法の意義と規制内容等について周知した。

合併処理浄化槽整備
支援事業

4,284,459

・現在の調査を継続して行い、水質を把握するとともに
水質改善に努める。
・結果を広く周知し、地域住民の水質浄化への意識を
高める。
・平成27年度から環境保全対策事業に統合

水質保全対策事業
6,504,168

21

・三河湾の水質汚濁状況を把握するため、海
域定点観測及び海水放射性物質測定を実
施する。
・三河湾浄化推進協議会の会員として関係
市町村等と連携し、三河湾の水質浄化を図
る。

4,287,996 事 務 事 業 評 価

･三河湾の水質汚濁状況を把握するため、海
域定点観測及び海水放射性物質測定を実施
する。
･三河湾浄化推進協議会の会員として関係市
町村等と連携し、三河湾の水質浄化を図る。

広報誌で三河湾の水質調査結果や海水放射性
物質の測定結果を公表し、市民へ水質浄化へ
の意識付けを行った。

・引き続き三河湾の水質及び海水の放射性物質の測
定を行う。
・結果を周知し、地域住民の水質浄化への意識を高
める。
・平成27年度から環境保全対策事業に統合

三河湾等保全対策事
業

4,598,752

20

公共用水域の水質汚濁防止を図るため、河
川の水質調査を行うとともに事業所排出水の
調査・分析等を実施し、水質保全を推進す
る。

5,998,840 事 務 事 業 評 価

環境基準が設定されている汐川については、
基準を達成しているが、環境基準が設定され
ていない河川については汐川の環境基準を超
過しているところもある。

・広報誌で河川の水質調査結果を公表し、市民
へ水質浄化への意識付けを行った。
・事業所等排出水調査において、水質の悪かっ
た事業者に対し指導を行った。



No 施策名

事務事業コード 　内 直接事業費 1 　担当部課名

　内 人件費 2 　評価責任者氏名

3 　妥当性評価

　内 直接事業費 4 　有効性評価

　内 人件費 5 　効率性評価

事務事業名
H26決算額（円）

事務事業の目的

H25決算額（円） 事 務 事 業 評 価

事務事業の現状・課題
平成26年度中に実施した課題解決や

事務改善に向けた取組の成果

平成27年度以降の
課題解決に向けた取組方針
（今後3～5年程度をイメージ）

環境保全の推進

10402050 6,251,027 1 市民環境部　環境政策課

3,837,016 2 杉浦　清明

3 高い

9,273,931 4 高い

3,071,816 5 普通 改善の効果 普通

環境保全の推進

10402060 808,500 1 市民環境部　環境政策課

2,942,694 2 杉浦　清明

3 高い

571,320 4 高い

3,051,535 5 普通 改善の効果 普通

環境保全の推進

10402070 12,000 1 市民環境部　環境政策課

5,253,140 2 杉浦　清明

3 高い

109,200 4 高い

4,801,756 5 普通 改善の効果 普通

環境保全の推進

10402080 0 1 市民環境部　環境政策課

243,267 2 杉浦　清明

3 高い

4,956,000 4 普通

1,428,752 5 普通 改善の効果 普通

衛生対策の推進

10501010 32,433,462 1 市民環境部　環境政策課

24,102,853 2 杉浦　清明

3 極めて高い

35,378,638 4 高い

25,207,750 5 高い 改善の効果 高い

衛生対策の推進

10501020 2,771,961 1 市民環境部　環境政策課

4,764,684 2 杉浦　清明

3 高い

5,108,564 4 高い

5,093,357 5 普通 改善の効果 高い

衛生対策の推進

10502010 138,180 1 市民環境部　環境政策課

1,125,988 2 杉浦　清明

3 高い

419,424 4 高い

4,402,320 5 普通 改善の効果 普通

引き続き大気環境の常時監視と空間放射線の測定を
行う。（童浦測定局は愛知県が常時観測を行う。市内
3測定局→市内2測定局）大気保全対策事業

12,345,747

23

地域の生活環境を保全するため、市内主要
地点の環境騒音・交通振動の測定及び特定
建設作業届出等により、騒音・振動の状況を
把握する。

3,751,194 事 務 事 業 評 価
・環境騒音・交通振動調査と自動車騒音常時
監視を実施した。
・環境騒音において数箇所環境基準を超過す
る地点があった。
・交通振動と自動車騒音常時監視について
は、全て基準値内であり、良好な状態であっ
た。

環境騒音・交通振動調査及び自動車騒音常時
監視により、騒音と振動の状況を把握した。 ・引き続き、騒音・振動の状況の把握に努める。

・平成27年度から環境保全対策事業に統合

22

大気汚染測定局による常時監視やデポジット
ゲージによる降下ばいじんの測定等を行うこと
により、大気の汚染状況を把握し、大気汚染
の防止対策を推進する。

10,088,043 事 務 事 業 評 価

年間を通して大気環境の常時監視と空間放
射線の測定を行った。その結果、光化学オキ
シダント、SPM（浮遊粒子状物質）については環
境基準を達成しなかった。

市内3測定局による大気環境の常時監視及び
空間放射線の測定を行い大気の状況を把握し
た。

騒音・振動対策事業
3,622,855

・環境パトロールにより堆肥の適正散布、土づくりに対
する理解を今後も求めていく必要がある。
・平成27年度から環境保全対策事業に統合悪臭対策事業

4,910,956

25
中小企業者及び畜産事業者等が行う公害
防除施設等の整備に対し事業費助成を行う
ことにより、公害防止を促進する。

243,267 事 務 事 業 評 価

・公害防止施設等整備費補助金（補助率10
分の3、限度額500万円）の交付。
・公害防除施設等整備費補助金については、
利用のない年度もあるため制度の周知が必要
である。

畜産3業者から申請があった。3件とも養豚事業
者であり、浄化槽施設の増設に伴うもの。

補助金を交付するだけではなく、事業場を清潔に管理
することにより、公害の発生防止についても事業者に自
覚させることが必要である。発生源対策整備支援

事業

6,384,752

24

悪臭による生活環境の悪化を防止するため、
悪臭苦情への対応や農地等の巡回監視、事
業場の臭気指数測定等による発生源対策を
行う。

5,265,140 事 務 事 業 評 価

環境政策課、農政課、渥美支所の3部門合同
で、4月から9月の堆肥散布時期、さらに、広
域な苦情対策として10月～3月まで環境パト
ロールにより堆肥の適正散布をPRした。

環境パトロールにより堆肥の適正散布を呼びかけ
るとともに、苦情が寄せられた際には可及的速や
かに現場を確認し、原因者に早期鋤き込みを依
頼した。

・火葬炉設備の更新が必要であり、平成26年度に田
原市斎場建設検討委員会を設置し、検討を行った。
・平成２7年度には今後の方向性を決定する。
・火葬炉設備更新までの間は、従前どおりの工事、維
持管理を実施し、安定したサービスに努める。

斎場運営事業
60,586,388

27
ペット及び動物のれき死体の火葬を行うた
め、ペット火葬場の適正な維持管理を図る。

7,536,645 事 務 事 業 評 価

・ペットや路上死動物の搬入が増加しており、
火葬炉耐火物の消耗が進んでいる。
・定期的な工事及び維持管理が必要である。

火葬炉の円筒煉瓦や耐火物等の改修工事を実
施し、安定した火葬業務に努めた。 ・ペット火葬場についても、今後の方向性を決定する。

・改修工事や修繕を行い、安定したサービスに努める。

26
斎場利用者への安定したサービスを図るた
め、田原斎場、渥美斎場及び葬祭場（やすら
ぎ苑）の適正な維持管理と改修工事を行う。

56,536,315 事 務 事 業 評 価

・施設が老朽化しており、定期的に火葬炉の改
修を実施している。
・安定したサービスの提供のためには、定期的
な火葬炉改修工事と施設の維持管理及び修
繕が必要である。

・田原斎場及び渥美斎場の火葬炉改修工事を
実施し、安定した火葬業務を実施した。
・田原斎場空調設備改修工事を実施し、安定し
たサービスに努めた。

ペット火葬場運営事業
10,201,921

・食中毒警報発令時に同報無線により周知し、予防に
努める。
・災害発生時の防疫活動を実施する。
・専用水道、簡易専用水道の衛生指導を計画的に実
施する。

生活衛生事業
4,821,744

28

・公衆衛生の向上を図るため、防疫活動及び
衛生害虫駆除活動を推進する。
・公衆衛生の向上を図るため、食中毒の予防
対策を行う。

1,264,168 事 務 事 業 評 価

・食中毒警報発令時の市民への周知や、害虫
駆除用消毒機の貸し出しを実施した。
・災害時の防疫活動を実施する。
・専用水道、井戸等の適正な管理を推進し
た。

専用水道、簡易専用水道の立入検査を実施し
(8件)、衛生管理指導を実施。



No 施策名

事務事業コード 　内 直接事業費 1 　担当部課名

　内 人件費 2 　評価責任者氏名

3 　妥当性評価

　内 直接事業費 4 　有効性評価

　内 人件費 5 　効率性評価

事務事業名
H26決算額（円）

事務事業の目的

H25決算額（円） 事 務 事 業 評 価

事務事業の現状・課題
平成26年度中に実施した課題解決や

事務改善に向けた取組の成果

平成27年度以降の
課題解決に向けた取組方針
（今後3～5年程度をイメージ）

衛生対策の推進

10502020 1,375,621 1 市民環境部　環境政策課

3,633,349 2 杉浦　清明

3 高い

1,335,675 4 高い

3,429,148 5 普通 改善の効果 普通

資源循環の推進

10601010 30,683,144 1 市民環境部　廃棄物対策課

19,628,357 2 太田　俊成

3 極めて高い

34,008,544 4 高い

22,373,217 5 普通 改善の効果 高い

資源循環の推進

10602010 210,506,560 1 市民環境部　廃棄物対策課

8,288,396 2 太田　俊成

3 極めて高い

257,245,105 4 極めて高い

8,317,080 5 高い 改善の効果 高い

資源循環の推進

10602020 1,931,292 1 市民環境部　廃棄物対策課

7,804,153 2 太田　俊成

3 高い

1,240,887 4 高い

10,750,536 5 高い 改善の効果 高い

資源循環の推進

10603010 12,288,146 1 市民環境部　廃棄物対策課

4,283,879 2 太田　俊成

3 高い

13,376,890 4 高い

5,285,157 5 普通 改善の効果 普通

資源循環の推進

10603020 9,001,755 1 市民環境部　廃棄物対策課

2,144,030 2 太田　俊成

3 高い

186,461,930 4 高い

2,758,619 5 普通 改善の効果 普通

資源循環の推進

10603030 39,759,685 1 市民環境部　廃棄物対策課

46,451,692 2 太田　俊成

3 高い

78,632,642 4 高い

38,633,488 5 普通 改善の効果 普通

29

・狂犬病の発生を予防し、そのまん延を予防
するために、狂犬病予防注射及び犬の登録
を行う。
・関係機関と連携して野犬対策を行う。

5,008,970 事 務 事 業 評 価

・狂犬病予防注射の実施率は、ほぼ横ばいで
ある。(H26年度86.0%)
・野犬は捕獲が難しく、特に成犬は捕獲器を設
置してもなかなか捕獲できない。

狂犬病予防注射の通知、未実施者への再通知
を発送し、実施率の向上に努めた。
・狂犬病予防注射実施頭数　　　4,043頭
・新規登録頭数　　　　　　　　　　　　300頭
・動物保護管理センター捕獲頭数　38頭

・狂犬病予防注射の実施率の向上を図る。
・動物保護管理センターと連携し、野犬対策に努め
る。狂犬病予防対策事業

4,764,823

・協議会からの報告を受け、市として家庭系ごみの有
料化を検討し、具体的な制度設計を行い、ごみ減量・
資源化の方策を整理する。また引き続き、広報等で普
及啓発を行い、ごみ減量・資源化を推進する。
・ごみ処理広域化計画に基づき、新焼却施設稼動
(H34年度)に向け、各種計画等の策定や炉形式等の
検討、広域施設の運営体制等を検討する。

ごみ減量・資源化推
進事業

56,381,761

31

ごみステーション等に出された一般廃棄物の
分別収集を行い、ごみの減量化及び資源ご
みの再利用を促進し、生活環境の向上を図
る。

218,794,956 事 務 事 業 評 価 ・ステーション方式により分別収集し、ごみ減量
化や資源ごみの再利用に向け、資源の分別回
収に積極的に取り組んでいる。また、利用でき
ないごみも適切に処理するように収集を行う必
要がある。
・集合住宅地域などは、未分別のごみが多く排
出されるため、ごみ分別指導の方法を検討す
る必要がある。

・地域の要望等により、ごみステーションの移設・
増設・新設整備を図った。
・個人情報保護対策に配慮が必要な小型家電
は、ステーション回収から拠点回収に変更すると
伴に、新たにパソコンを回収品目に加えた。

・引き続き、市民に対して分別の徹底を呼びかける。分
別に取り組みやすい排出方式や収集頻度、収集方
式、ステーション管理を検討し、随時見直しを行う。
・広域化処理が平成３４年度（稼動目標）から開始する
が、収集運搬距離等などの収集体制の変更が生ずる
ことから、委託業者との調整を図る必要がある。

30
廃棄物の適正処理及び減量化等を推進する
ため、PR等により住民意識の向上を図り、ご
み分別の徹底や資源の再利用を促進する。

50,311,501 事 務 事 業 評 価
・県内他市町村と比較し、ごみ排出量が多い
ため、３Ｒの推進によりごみ減量・資源化を図る
と伴に、家庭系ごみの有料化のあり方を検討
する必要がある。
・ごみ処理の広域化を推進するため、具体的
な内容を検討する必要がある。

・ごみ処理対策推進協議会において、ごみ減量・
資源化も含め、家庭系ごみの有料化を検討。ま
た分別説明会の開催や写真入りで分かりやすく
工夫したごみ分別パンフレットを作成し、ごみ減
量・資源化を推進した。
・ごみ広域処理のための会議を開催し、「循環型
社会形成推進地域計画」を策定した。

ごみ収集事業
265,562,185

・引き続き、パトロール等を実施し、啓発による意識向
上を図る。また校区自治会から報告のあった不法投棄
等の多い地域は重点的にパトロールする。
・環境条例との整合を図りつつ、ポイ捨て等に関する条
例を整備する。

不法投棄防止対策事
業

11,991,423

33

・田原リサイクルセンター（炭生館）から搬出さ
れる固形飛灰及び焼却残渣の埋立処理を行
う。
・最終処分場の浸出水を処理するため、処理
施設を適正に運転管理し、処理水を公共下
水へ放流する。

16,572,025 事 務 事 業 評 価

炭生館から搬入される焼却残渣の受け入れ
処理を計画的に実施している。

水処理施設から排出される処理水の測定結果
は基準内である。 計画に沿って埋立処理作業を進め、水処理管理を行

う。第二東部最終処分場
運営事業

18,662,047

32
不法投棄を防止するため、不法投棄防止対
策や啓発による住民意識を向上し、生活環
境の保全を図る。

9,735,445 事 務 事 業 評 価

パトロールや看板設置、広報でのＰＲ等を実施
しているが、まだまだ不法投棄が後を絶たない
状況である。

パトロールを実施し、不法投棄ごみの回収、処分
を行い、不法投棄・ポイ捨ての抑止力とした。あ
わせて看板設置や広報等により不法投棄防止
に対する啓発による意識向上に努めた。また校
区自治会に対して、不法投棄やポイ捨ての多い
地域を調査した。

・処分場の延命のため、他からの汚泥、不法投棄ごみ
（不燃ごみ）、海岸清掃ごみの処分方法の見直し。
・浸出水処理施設維持管理を継続的に行うため、機
器類を定期的に交換修理を行う。

渥美最終処分場運営
事業

189,220,549

35

一般廃棄物を適正に処理するため、搬入廃
棄物を選別処理により資源物、可燃物、不燃
埋立物に分け、粗大ごみを破砕機により破砕
選別処理を行い、減量化、資源化を図る。

86,211,377 事 務 事 業 評 価

一般廃棄物を可燃ごみ、埋立不燃ごみ、資源
ごみに分別・選別し、資源の再利用化と埋立
ごみの減量に努める。

老朽化した破砕機ごみ供給コンベアの取替工事
及び油圧ショベルの購入により、処理作業の能
率を向上させた。

平成27年度は、破砕機のローター刃の取替工事を行
い、機械の延命化を図る。

34

搬入される割れガラス、陶磁器等の不燃ご
みの埋立処理を行うとともに、施設場内から
排出される浸出水を処理するため、処理施
設を適正に運転管理する。

11,145,785 事 務 事 業 評 価

施設残容量の確保、延命のため搬入ごみの適
正分別処理を行ない搬入量の抑制に努める
必要がある。

施設残余容量の確保延命のため、搬入ごみの
種類により他の方法での処理等を調査し、搬入
ごみの円滑な処理を行った。浸水処理施設の老
朽化に伴う施設機器等の修繕を実施した。

東部資源化センター
運営事業

117,266,130
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H25決算額（円） 事 務 事 業 評 価

事務事業の現状・課題
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事務改善に向けた取組の成果

平成27年度以降の
課題解決に向けた取組方針
（今後3～5年程度をイメージ）

資源循環の推進

10603040 54,609,697 1 市民環境部　廃棄物対策課

33,380,954 2 太田　俊成

3 高い

51,688,665 4 高い

28,069,005 5 低い 改善の効果 普通

資源循環の推進

10603050 12,637,742 1 市民環境部　廃棄物対策課

10,915,847 2 太田　俊成

3 高い

35,284,019 4 高い

11,216,915 5 普通 改善の効果 普通

資源循環の推進

10603060 74,770,566 1 市民環境部　廃棄物対策課

1,635,496 2 太田　俊成

3 普通

18,336,870 4 高い

2,036,747 5 普通 改善の効果 高い

資源循環の推進

10603070 8,831,537 1 市民環境部　廃棄物対策課

573,600 2 太田　俊成

3 高い

16,540,921 4 高い

1,039,092 5 普通 改善の効果 普通

資源循環の推進

10603080 658,597,206 1 市民環境部　廃棄物対策課

1,925,058 2 太田　俊成

3 極めて高い

690,799,843 4 極めて高い

2,906,699 5 極めて高い 改善の効果 普通

資源循環の推進

10603090 1,620,331 1 市民環境部　廃棄物対策課

182,438 2 太田　俊成

3 普通

1,554,391 4 低い

179,328 5 低い 改善の効果 普通

・赤羽根環境センター内のごみ焼却施設が役割を終
え停止したことから、廃止に向けて跡地利用を考慮し
た施設整備方針及び運営体制を検討する必要があ
る。
・３資源化センターの事業の効率化を図るため、施設
の集約化を目指す。

赤羽根環境センター
運営事業

79,757,670

37

一般廃棄物を適正に処理するため、資源ご
みの適正な分別処理、粗大ごみ（可燃性）の
解体処理及び不燃ごみ等の最終処分場への
搬出処理（埋立処分）を行い、減量化、資源
化を図る。

23,553,589 事 務 事 業 評 価

ふとんの搬入量が多く、処理に苦慮している。

ふとんの処理が滞り、車庫等に積み置き及び押
切工具での切断を行い事業の進行の維持が図
られた。

ごみ分別置き場の分かりやすさを検討し計画的に試行
する。渥美資源化センター

運営事業

46,500,934

36

一般廃棄物を適正に処理するため、資源ご
みの分別処理、粗大ごみ（可燃性）の解体処
理、剪定枝・草等のチップ化処理及び不燃ご
み等の埋立処分を行い、減量化、資源化を
図る。

87,990,651 事 務 事 業 評 価
・剪定枝木類処理場の運営に関しては、チップ
化したもの（特に草類）の処分方法が、季節的
な要因により需給にアンバラスを生じ、困難と
なりつつある。
・旧３町単位に施設が存在し、施設の老朽化
や効率性が悪い状態である。

剪定枝木類処理場のチップ化したもの（特に草
類）の処分は、効果的な方法に至らなかった。

処分場跡地を適正管理し、水質検査を実施し
た。検査結果は基準値内である。 埋立処分用地を返還するための調整を引き続き行う。

長田最終処分場跡地
管理事業

1,733,719

・ＰＦＩ事業により、もやせるごみの炭化処理を㈱
グリーンサイトジャパンに委託している。事業期
間は平成１７年度～３１年度。運営・維持管理
等モニタリング業務については民間業者に委
託している。
・ごみ搬入量が処理想定量を上回り、資源ご
みや金属類などの異物が混入している。

・モニタリングにより運営状況や維持管理状況を
確認した。
・広報やホームページ、分別説明会で分別・減
量化等をＰＲした。また、収集業者や排出業者に
対しても、異物の混入予防に努めるよう依頼し
た。

38
個人家屋の解体等により排出された産業廃
棄物の埋立処理と維持管理を行う。

76,406,062 事 務 事 業 評 価

・家屋の解体等から排出された産業廃棄物の
埋立処分と維持管理を行い、水質検査を実施
する必要がある。
・地元からは早期に埋立を完了し、返還するよ
うに求められている。

・受入れ対象外の産業廃棄物等を搬入されない
よう、確認体制の徹底を図った。
・第１工区内の瓦礫及び腐葉土等について、計
画高になるよう第２、第３工区に移設した。

・引き続き、確認体制の徹底を図る。
・地元との協議しながら早期の埋立て完了を目指す。片浜埋立処分場運営

事業

20,373,617

41
埋立が完了した最終処分場を適正に管理す
るため、水質調査及び施設の維持管理を行
う。

1,802,769 事 務 事 業 評 価

・埋立は完了しており、管理するため、水質検
査、施設の維持管理をする必要がある。
・埋立処分用地を返還するための調整をする
必要がある。

旧リサイクルセンター
運営事業

17,580,013

40
PFI事業により、もやせるごみの炭化処理を民
間事業者に委託し、ごみの再資源化を図る。

660,522,264 事 務 事 業 評 価
・引き続き、モニタリングにより運営や維持管理状況を
確認していく。
・引き続き、広報やホームページ、分別説明会等で分
別、減量化等をＰＲする。
・平成３４年度からごみ広域化処理がスタートするた
め、契約期間完了後の平成３２年度・３３年度炭生館
運営について、２９年度から検討する必要がある。

田原リサイクルセン
ター運営事業

693,706,542

39
旧リサイクルセンターを適正に管理するため、
調査測定及び施設の維持管理等を実施す
る。

9,405,137 事 務 事 業 評 価

水処理施設が老朽化してきているため、修繕・
更新が必要である。

水処理施設から搬出される処理水の測定結果
は基準内である。 処理水を適正管理するため、施設の維持に努める。


